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児
童
虐
待
を
な
く
す
た
め

に
、
私
た
ち
は
何
が
で
き
る
の

で
し
ょ
う
か
？　

　
虐
待
を
通
報
す
る
こ
と
も
大

切
で
す
が
、
児
童
虐
待
を
未
然

に
防
ぐ
環
境
を
つ
く
り
出
す
こ

と
も
重
要
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
？
「
環
境
づ
く
り
」
と
い
う

と
難
し
い
話
の
よ
う
で
す
が
、

要
は
「
お
互
い
が
子
育
て
に
関

心
を
も
ち
、
見
守
り
ま
し
ょ

う
。」
と
い
う
こ
と
で
す
。

私
た
ち
に
で
き
る
こ
と

　
孤
立
し
が
ち
な
現
代
の
子
育

て
を
温
か
い
目
で
見
守
り
、
挨

拶
や
声
掛
け
を
し
、
話
し
相
手

に
な
る
な
ど
、
ち
ょ
っ
と
し
た

「
目
く
ば
り
」「
気
く
ば
り
」
が

子
育
て
中
の
親
子
を
勇
気
づ
け

ま
す
。
誰
か
が
や
る
の
を
待
つ

の
で
は
な
く
、
私
た
ち
で
や
っ

て
み
よ
う
と
い
う
意
識
が
重
要

と
思
わ
れ
ま
す
。

▼
子
ど
も
は
地
域
で
見
守
り
育

　
て
る
と
い
う
意
識
を
持
つ

　
現
在
所
有
す
る
保
険
証
（
黄

色
）
の
有
効
期
限
は
、
平
成
28

年
７
月
31
日
ま
で
と
な
っ
て
い

ま
す
。
新
し
い
保
険
証
（
橙

色
）
は
、
７
月
中
に
簡
易
書
留

で
郵
送
し
ま
す
の
で
、
８
月
１

日
か
ら
は
新
し
い
保
険
証
（
橙

色
）
を
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。

新
し
い
保
険
証
（
橙
色
）
に
記

載
し
て
あ
る
一
部
負
担
金
の
割

合
は
、
平
成
28
年
度
の
市
町
村

民
税
の
課
税
所
得
を
も
と
に
判

定
し
て
い
ま
す
。

　
な
お
、
現
在
所
有
す
る
保
険

証
（
黄
色
）
は
、
8
月
１
日
以

降
に
、
健
康
推
進
課
国
民
健
康

保
険
係
へ
返
納
し
て
く
だ
さ

い
。

　
※
新
し
い
保
険
証
は
裏
面
に
臓

器
提
供
意
思
表
示
が
で
き
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
の
で
、
臓
器

提
供
の
意
思
表
示
を
す
る
際

は
、
ボ
ー
ル
ペ
ン
で
記
入
し
て

く
だ
さ
い
。
な
お
、
個
人
情
報

保
護
の
た
め
の
シ
ー
ル
を
担
当

窓
口
に
用
意
し
て
い
ま
す
。

■
現
在
「
限
度
額
適
用
・
標
準

負
担
額
減
額
認
定
証
」（
黄
色
）

を
所
有
す
る
人

　
平
成
28
年
７
月
31
日
で
有
効

期
限
が
切
れ
ま
す
の
で
、
新
し

い
「
限
度
額
適
用･

標
準
負
担

額
減
額
認
定
証
」（
橙
色
）
を

７
月
中
に
郵
送
し
ま
す
。
８
月

１
日
か
ら
使
用
く
だ
さ
い
。

■
新
し
く
申
請
が
必
要
な
人

　

所
得
区
分
Ⅰ
・
Ⅱ
の
人
で
、

「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額

減
額
認
定
証
」
を
所
有
し
て
な

い
人
は
、
外
来
お
よ
び
入
院
で

受
診
さ
れ
る
際
に
、
こ
の
認
定

証
が
必
要
に
な
り
ま
す
の
で
、

市
町
村
の
担
当
窓
口
に
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。

【
申
請
に
必
要
な
も
の
】　

　

○
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証

　

○
印
か
ん

■
入
院
・
外
来
時
の
自
己
負
担

限
度
額
お
よ
び
入
院
時
の
食
事

代
　
（
※
1
）
過
去
12
ヶ
月
以
内

に
外
来
＋
入
院
の
限
度
額

を
超
え
た
支
給
が
4
回
以

上
あ
っ
た
場
合
、
そ
れ
以

降
は
下
表
の
通
り
と
な
り

ま
す
。

(

※
2) 

区
分
Ⅱ
と
は
、
世

　
帯
の
全
員
が
住
民
税
非
課
税

　
の
人(

区
分
Ⅰ
以
外
の
人)

。

（
※
3
）
区
分
Ⅰ
と
は
世
帯

　
の
全
員
が
住
民
税
非
課
税
で

　
そ
の
世
帯
の
各
所
得
が
必
要

　
経
費
・
控
除
｛（
年
金
の
所
得

　
は
控
除
額
を
80
万
円
と
し
て

　
計
算)

を
差
し
引
い
た
と
き

　
に
0
円
と
な
る
人
｝

　
（
※
4
）
過
去
12
ヶ
月
以
内

　
の
入
院
日
数
が
90
日
を
超
え

　
た
場
合
は
、
長
期
入
院
の
申

　
請
に
よ
り
食
事
代
が
１
６
０

　
円
に
な
り
ま
す
。

▼
子
育
て
中
の
親
の
話
し
相
手

　
に
な
る
な
ど
孤
立
し
な
い
よ

　
う
見
守
る

▼
子
ど
も
や
そ
の
家
族
の
状
況

　
を
見
て
、
支
援
や
援
助
が
必

　
要
だ
と
感
じ
る
時
は
、
役
所

　
や
関
係
機
関
に
知
ら
せ
て
相

　
談
す
る　

保
護
者
と
し
て
で
き
る
こ
と

　

ど
ん
な
に
頑
張
っ
て
み
て

も
、
子
育
て
は
親
の
思
い
通
り

に
な
ら
な
い
も
の
で
す
。
子
育

て
に
不
安
を
感
じ
た
り
、
つ
ら

い
と
感
じ
た
時
に
は
、
誰
か
に

相
談
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
一
人

で
悩
み
を
抱
え
続
け
て
い
る

と
、
子
ど
も
へ
の
虐
待
に
つ
な

が
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
ま

す
。
誰
か
に
気
持
ち
を
打
ち
明

け
る
こ
と
で
、
悩
み
が
軽
減
さ

れ
た
り
、
解
決
の
糸
口
が
つ
か

め
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。 

▼
育
児
サ
ー
ク
ル
な
ど
親
同
士

　
が
交
流
で
き
る
場
に
参
加
し

　
て
み
る

▼
検
診
時
や
自
治
体
の
育
児
相

　
談
窓
口
な
ど
を
利
用
し
て
専

　
門
家
に
相
談
す
る

▼
一
時
保
育
な
ど
を
利
用
し
て

　
自
分
自
身
の
時
間
を
持
ち
、
気

　
分
を
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
さ
せ
る

▼
夫
婦
で
子
育
て
の
方
法
を
話

　
し
合
い
、
育
児
の
分
担
を
決

　
め
る　

問 

健
康
推
進
課

　
　
　
国
民
健
康
保
険
係

☎
（
62
）
１
１
１
１　
　

　
内
線
１
２
７・１
２
８

人
権
問
題「
児
童
虐
待
⑦
」

問 

住
民
福
祉
課

　

  

人
権
同
和
啓
発
係

☎
（
62
）
１
１
１
１

　
　
内
線
１
３
１

「
被
保
険
者
証
（
保
険
証
）」

の
更
新

「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額

認
定
証
」
の
更
新
の
手
続
き
等

【一部負担金の割合】
【一部負担金の割合

( 病院等での窓口負担 )】

　同一世帯の後期高齢者医療被保険者の
うち、 市町村民税の課税所得が１４５万円
以上ある人がいる世帯の被保険者

➡ 3 割
上記条件に該当しない世帯の被保険者 ➡ 1 割

所得区分 外来 ( 個人単価 ) 外来＋入院 ( 世帯単価 ) 入院時の食事第 (1 食当たり )

現役並み所得者 44,400 円
80,100 円 +( 総医療費 -267,000 円 ) × 1% を加算

360 円
指定難病者などは 260 円の場合もあります。

4 回目以降 44,400 円 ( ※ 1)

一般 12,000 円 44,400 円

区分Ⅱ ( ※ 2) 8,000 円 24,600 円
過去 12 ヶ月で 90 日までの入院　210 円

過去 12 ヶ月で 91 日からの入院　160 円 ( ※ 4)

区分Ⅰ ( ※ 3) 8,000 円 15,000 円 100 円

　　
熱
中
症
と
聞
く
と
屋
外
で
の
作
業
な
ど
で

か
か
る
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
で
す
が
、
実
は
熱

中
症
の
４
割
は
室
内
で
発
生
し
て
い
ま
す
。

　
そ
の
原
因
と
し
て
は
、
昔
な
が
ら
の
家
屋

に
比
べ
、
現
在
の
建
物
は
密
閉
性
が
高
く
、

一
度
蓄
え
ら
れ
た
熱
が
逃
げ
に
く
い
こ
と
が

挙
げ
ら
れ
ま
す
。
熱
中
症
と
は
、『
高
温
多

湿
な
環
境
に
長
く
い
る
こ
と
で
徐
々
に
体
内

の
水
分
や
塩
分
の
バ
ラ
ン
ス
が
崩
れ
、
体
温

調
整
が
う
ま
く
で
き
な
く
な
り
、
体
内
に
熱

が
こ
も
っ
た
状
態
』
で
す
。
ま
た
、
年
齢
に

も
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
熱
中
症
患
者
の
お
よ

そ
半
数
は
65
歳
以
上
の
高
齢
者
で
す
。
年
齢

が
上
が
る
と
喉
の
渇
き
や
暑
さ
を
感
じ
に
く

く
な
り
、
熱
中
症
に
な
っ
て
い
て
も
気
付
き

に
く
い
た
め
、
室
内
で
も
重
症
化
し
や
す
い

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
立
ち
く
ら
み
、
大
量

の
汗
、
嘔
吐
、
お
か
し
な
返
事
、
身
体
が
熱

い
な
ど
諸
症
状
あ
り
ま
す
が
、
熱
中
症
予
防

の
ポ
イ
ン
ト
は
大
き
く
分
け
る
と
２
つ
に
分

け
ら
れ
ま
す
。
①
暑
さ
を
避
け
る
こ
と
と
、

②
こ
ま
め
な
水
分
補
給
で
す
。

　
今
年
は
特
に
震
災
の
影
響
で
疲
れ
が
溜

ま
っ
て
い
る
な
ど
、
熱
中
症
に
な
り
や
す
い

条
件
が
揃
っ
て
い
ま
す
。
ま
ず
は
身
体
を
休

め
て
対
策
を
し
っ
か
り
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　
　

　
熱
中
症
に
つ
い
て

　
室
内
だ
っ
て
危
険
!?

健
康
講
座

労災保険の定期報告書について
　平成 28年熊本地震により、労災年金
受給者の定期報告書の提出期限を延長す
ることにしました。
　対象となる年金受給者は平成 28年 4
月 14 日に熊本県に住所を有する労災年
金受給者で、提出期間は６月１日～８月
31 日（延長措置）です。なお、送付さ
れている定期報告書、記入要領及び封筒
には、「提出期間が平成 28 年 6 月 1 日
から 6月 30日まで」と印字されていま
すが、提出期限は平成 28 年 8月 31 日
までとなりますので、留意してください。
定期報告書の添付書類（診断書等）につ
いて、個別事情により提出が困難な人は、
最寄りの労働基準監督署に相談してくだ
さい。また、定期報告書の添付書類につ
いては、6月 1日から 8月 31 日までの
期間に作成されたものを提出していただ
くことになりますので、留意してくださ
い。

平成28年7月4日発行広報たかもり 683号 （6）（7）

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
へ


